
中小企業事業主の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入
に取り組む中小企業事業主を支援します！

ご利用の流れ

※１ 令和２年５月29日までに提出してください
※２ 令和２年７月15日までに提出してください
※３ 令和２年２月17日以降の実施分を含むことができます

①事業実施計画
②登記事項証明書等事業主住所、
代表者職・氏名を確認できる書類
③支給対象となる中小企業事業主
であることを確認するための書類（労働保
険関係成立届の写等。）
④資本又は出資額、労働者の人数が
要件に該当する事業主であることを
確認するための書類
（上記②の登記事項証明書、労働保険
関係成立届の写等、）
⑤事業を実施するために必要な経費の
算出根拠を確認するための書類
（見積書等）
⑥令和２年２月17日から交付申請日
までに事業を実施している場合は、
その実施した日付及び取組内容が
確認できる資料
⑦上記⑥の場合において、事業の
実施に要した費用の支出に関する
証拠書類(領収書の写、費用の振込
記録が客観的に確認できる預金通帳
等の写等。支出の日付が確認できる
ものに限る。) 

※詳しくは厚生労働省HPの時間外労働等改善助成金
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou
_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html）

をご参照下さい。

申請に必要な書類

出典元厚生労働省

過去にこの助成金を
使用してMAXHUBを
ご購入頂いたお客様も
いらっしゃいます！

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
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ナイスモバイル株式会社

MAXHUBで快適なテレワークを

■カメラ、マイク、スピーカーを搭載
→外付け製品を買う必要なし

■ホワイトボードの板書やＰＰＴ、資料を遠隔地の方と共有できる

（ZOOM、Webex、Teams、等対応）
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